
蒲郡市と蒲郡信用金庫との地域包括連携に関する協定書 

 

蒲郡市（以下「甲」という。）と蒲郡信用金庫（以下「乙」という。）は、相互の立

場を尊重し、相互の連携の強化に努め、多様な分野で協力していくため「地域包括連

携協定」を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙の知的資源、物的資源及び人的資源の活用により、教育、

文化、福祉、産業振興、まちづくりなど多様な分野において相互に連携・協力し、

蒲郡市域の持続的な発展に資することを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携・

協力する。 

⑴  地域経済の活性化 

⑵  地域のまちづくりの推進 

⑶  教育、文化、福祉、スポーツ、健康づくりの振興 

⑷  上記事項を担う人材の育成 

⑸  その他、必要と認める事項 

 

（連携と協力の方法） 

第３条 甲と乙は、前条に掲げる事項（以下「連携事業」という。）を実施するときは、

それぞれの事業ごとに甲と乙の担当部署が、あらかじめ協議するものとする。 

２ 連携事業の実施にあたり、甲と乙双方の業務に支障の無い限り、それぞれが所有

する施設等を使用できるものとする。 

３ 連携事業の実施に要する経費の負担については、それぞれの事業ごとに甲と乙が

協議の上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。

ただし、有効期間が満了する日の２か月前までに、甲または乙のいずれからも別段

の申し入れがないときは、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協定の見直し） 

第５条 甲または乙のいずれかから、この協定の内容の変更を申し出たときは、その

都度、甲と乙が協議して変更を行うものとする。 

 



（守秘義務） 

第６条 甲と乙は、本協定に基づく活動において、双方より知りえた情報機密を甲ま

たは乙の承認を得ないで第三者に対し開示または漏洩してはならない。 

 

（細目） 

第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じた場

合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各

自がその１通を保有する。 

 

 

平成２８年５月３０日 

 

 

甲 蒲郡市旭町１７番１号 

  蒲郡市 

  蒲郡市長  稲 葉  正 吉 

 

 

 

乙 蒲郡市神明町４番２５号 

  蒲郡信用金庫 

  理事長   竹 田  知 史 

 


